
 資料１  
 
 

令和４年第４回定例会 土木企業立地推進委員会資料 

【土木部報告事項】 
 
 
土木部事業の主な動き 
 
 
（１）幹線道路網の整備  
 

○国道１１８号 那珂大宮バイパス 

    那珂市瓜連～中里 １．５ｋｍ区間 １１月３０日供用開始・・・・・・別添１  

 
○国道１２５号 大谷バイパス 

    稲敷市佐倉～美浦村大谷 １．１ｋｍ区間 １１月３０日供用開始・・・別添２  

 
○都市計画道路宮中佐田線 

  鹿嶋市佐田 ０．６ｋｍ区間 １２月２１日供用開始・・・・・・・・・別添３  

 
 

（２）スマートインターチェンジの新規事業化について・・・・・・・・・別添４  

○（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣ 新規事業化 
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 別添１  

国道１１８号那珂大宮バイパス 

（那珂市瓜連
うりづら

～中里
なかさと

） 

 

 国道１１８号は、常磐自動車道那珂 IC から奥久慈方面へアクセスする重要な

幹線道路です。 

国道１１８号那珂大宮バイパスにつきましては、市街地の渋滞緩和を図ると

ともに那珂 IC へのアクセス強化を目的として、那珂市飯
いい

田
だ

地内から常陸大宮市

下村
しもむら

田
た

地内までの約８．３ｋｍ区間において整備を進めており、これまでに約 

３．２ｋｍ区間を供用しております。 
この度、那珂市瓜連

うりづら

地内から中里
なかさと

地内までの現道を４車線に拡幅する約１．５

ｋｍ区間について、令和４年１１月３０日に供用を開始する運びとなりました。 
これにより、那珂市市街地の渋滞緩和や緊急輸送道路網の機能強化に大きく

寄与するものと期待されます。 
 
〇供用区間概要 
    供用開始日 令和４年１１月３０日（水） 
    延   長 １．５ｋｍ 
    幅   員 ２８．０ｍ（４車線） 

 

国道１１８号那珂大宮バイパス 

L=8.3km W＝28.0m（４車線） 

4 車線供用済 

L=3.2km 

今回供用 

L=1.5km 

常陸大宮市下村田 

那珂市飯田 

那珂市中里 

那珂市瓜連 

N 

整備中 

L=3.6km 

瓜連駅 
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 別添２  

国道１２５号大谷
お お や

バイパス 

（稲敷市佐倉
さ く ら

～美浦村大谷
お お や

） 

 
国道１２５号は、千葉県香取

か と り

市から埼玉県熊谷
くまがや

市に至る広域的な幹線道路で

す。 
国道１２５号大谷バイパスにつきましては、線形不良箇所の解消や渋滞緩和

を図るとともに災害時の機能強化を目的として、稲敷市佐倉
さ く ら

地内から美浦村

大谷
お お や

地内までの約２．６ｋｍ区間において整備を進めており、これまでに、約 

１．０ｋｍ区間を供用しております。 
この度、美浦トレーニングセンター入口交差点から県道江戸崎新利根線まで

の約１．１ｋｍ区間について、令和４年１１月３０日に供用を開始する運びとな

りました。 
これにより、安全で円滑な交通の確保や緊急輸送道路網の機能強化に大きく

寄与するものと期待されます。 
 
〇供用区間概要 

供用開始日  令和４年１１月３０日（水） 
延    長  １．１ｋｍ 
幅    員  ２５．０ｍ（暫定２車線） 

 

国道１２５号大谷バイパス 

L=2.6km W＝25.0m（暫定２車線） 

供用済 

L=1.0km 

今回供用 

L=1.1km 

N 

稲
敷
市
佐
倉 

美
浦
村
大
谷 

整備中 

L=0.5km 

美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 
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 別添３  

都市計画道路宮中佐田
きゅうちゅうさた

線 

（鹿嶋市佐田
さ た

） 

 

 都市計画道路宮中佐田線は、鹿嶋市を南北に縦断し、国道５１号及び国道１２

４号バイパスを結ぶ幹線道路であり、平成４年度より鹿嶋市 宮 中
きゅうちゅう

地内の神野
か の

橋から同市佐田地内の国道１２４号バイパスまでの約２．０ｋｍ区間において

整備を進めてまいりました。 
 このうち、約１．４ｋｍ区間につきましては、これまでに４車線で供用してお

り、残る国道１２４号バイパスまでの約０．６ｋｍ区間についても、この度、令

和４年１２月２１日に供用を開始する運びとなりました。 
 これにより、神栖市方面から JR 鹿島神宮駅へのアクセス性が向上し、中心市

街地の渋滞緩和につながるほか、緊急輸送道路網の機能強化に大きく寄与する

ものと期待されます。 
 
〇供用区間概要 
     供用開始日 令和４年１２月２１日（水） 
     延    長 ０．６ｋｍ 
     幅    員 ２２．０ｍ（４車線） 

鹿島サッカースタジアム 

神野橋 

鹿嶋市役所 

都市計画道路宮中佐田線 

L=2.0km W=22.0m（4 車線） 

供用済 

L=1.4km 

今回供用 

L=0.6km 

カシマサッカースタジアム 

神野橋 

鹿
嶋
市
佐
田 

鹿
嶋
市
宮
中 
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 別添４  

（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣ 

（かすみがうら市下
しも

佐谷
さ や

） 

 

（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣは、かすみがうら市が常磐自動車道の千代田

ＰＡに計画しているスマートＩＣです。 

この度、令和４年９月３０日付けで、（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣが新規

事業化されました。 

本スマートＩＣが整備されることで、周辺地域と高速道路とのアクセス性・利

便性等の向上により、物流の効率化や観光の振興、周辺道路の渋滞緩和、災害時

の避難路・輸送路の機能強化、救急医療の支援等に大きく寄与するものと期待さ

れます。 

 

 ○（仮称）千代田ＰＡスマートＩＣ概要 

位  置  常磐自動車道 千代田ＰＡ 

事業主体  かすみがうら市、東日本高速道路(株) 

形  式  ＳＡ・ＰＡ接続型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<参考>スマートＩＣの事業化の流れ 

・スマートＩＣの設置を望む地方自治体が計画を検討し、国などへ相談。 

・その中で、国として必要性が確認できる箇所を準備段階調査箇所に選定。 

・準備段階調査を経て、関係機関による計画の検討・調整が整った箇所を新規事

業化。 

(仮称)千代田 PA スマート IC 

新規事業化 
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土　木　部

第１２０号議案　令和４年度茨城県一般会計補正予算（第５号）

　第２表　債務負担行為補正（新規分）

【指定管理施設の管理運営に係る協定締結に関するもの】

事　項 事　業　内　容 期　間 限 度 額 担 当 課

赤 塚 公 園 の
管理運営に係る協定

赤塚公園の管理運営に係る協定を橋本造園
土木株式会社と締結する。

令和５年度 33,000千円

県 西 総 合 公 園 の
管理運営に係る協定

県西総合公園の管理運営に係る協定を筑西
広域市町村圏事務組合と締結する。

令和５年度 34,004千円

笠間芸術の森公園の
管理運営に係る協定

笠間芸術の森公園の管理運営に係る協定を
笠間市と締結する。

令和５年度 63,676千円

北 浦 川 緑 地 の
管理運営に係る協定

北浦川緑地の管理運営に係る協定を取手市
と締結する。

自　令和５年度
至　令和７年度

32,742千円

港 公 園 の
管理運営に係る協定

港公園の管理運営に係る協定を神栖市と締
結する。

自　令和５年度
至　令和７年度

57,483千円

大 子 広 域 公 園 の
管理運営に係る協定

大子広域公園の管理運営に係る協定を大子
町と締結する。

自　令和５年度
至　令和９年度

177,645千円

鹿 島 灘 海 浜 公 園 の
管理運営に係る協定

鹿島灘海浜公園の管理運営に係る協定を鉾
田市と締結する。

自　令和５年度
至　令和９年度

91,190千円

令和４年度債務負担行為補正一覧　（11月補正）

都市整備課
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第 130 号議案 指定管理者の指定について（大洗マリーナ） 

港 湾 課 

 

１ 指定の内容 

施設名 大洗マリーナ 

指定管理者候補者名 株式会社 茨城ポートオーソリティ 

指定期間 令和５年４月１日 から 令和６年３月 31 日 （１年間） 

上記期間とした理由 大洗マリーナは、ひたちなか大洗リゾート構想の実現に向けて、周

辺地域の一体的な開発を行う中で、民間企業による新たな運営形態

を想定しており、長期的な視点で継続した指定期間の設定が困難で

あるため。 

債務負担行為限度額 年度 債務負担額（千円） 備考 

令和５年度 - 債務負担行為なし 
 

 

２ 指定管理者候補者の概要 

 〔名称〕  株式会社 茨城ポートオーソリティ 

 〔所在地〕 那珂郡東海村大字照沼字渚 768 番地 27 

 〔設置目的〕港湾の振興と都市づくりの推進を図ることを目的に設立 

 〔主な業務〕 

①指定管理業務 

 運営管理業務（施設管理、運営、利用の許可等） 

 維持管理業務（施設の修繕改修、備品の保守管理等） 

 利用促進業務（イベント開催、広報等） 

②自主事業 

 給油事業、船舶修理手配事業等 

   

３ 提案(事業計画書)の概要 

 （１）県民の平等利用の確保 

公共マリーナとして、マリンレジャーを通して広く県民に海への親しみを持ってもらうため、

利用料金の柔軟な対応を行うほか、イベントの開催やレストランの誘致により、幅広く県民が利

用できる施設とする。 

 （２）施設の効用を最大限に発揮 

施設維持管理計画に基づき、施設や備品などの計画的な維持管理に努めるとともに、マリーナ

機能を活かしたイベントを開催し、利用促進に努める。 

 （３）経費の縮減 

自主事業の実施により収益確保に努め、その効果を維持管理や施設改修へ還元する。 

また、日常点検や軽微な補修は、職員が実施し、専門的な技術を要する修繕は、専門業者と年

間契約を締結するなど維持管理費用の縮減を図る。 

（４）管理を安定して行う物的・人的能力 

利用者の海難時に対応するため、自社監督船を備えるほか、30年間のマリーナ管理業務実績に

基づき、施設の特性を熟知した職員を配置するなど、安全な利用、質の高いサービス提供が可能

な体制を構築。 
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 （５）施設の感染症等の対策 

   新型コロナウイルス感染防止のため、ガイドラインに沿った感染対策を実施し、非接触型検温

器の設置、除菌剤を用いた備品の清掃を実施するほか、必要に応じ、人の密集を避ける利用制限

や休館等の対応を講じる。 

 

４ 申請及び選定経過 

（１）申請 

①申請期間 

   令和４年７月 19日（火）から令和４年８月 15 日（月）（28日間） 

   ②非公募の理由 

     大洗マリーナは、ひたちなか大洗リゾート構想の実現に向けて、周辺地域の一体的な開発

を行う中で、民間企業による新たな運営形態を想定。 

今後、同地域の開発事業者選定や利活用計画が策定され、実施に移行する段階で、当該施

設運営の移行を速やかに可能とするためには、長期的な視点で継続した指定期間の設定が困

難であることから非公募とし、指定期間は１年とする。 

 

 （２）選定経過   

   ①港湾施設等指定管理者選定委員会 

委員数（５名：うち外部委員３名、県委員２名） 

   ②選定委員会実施状況 

    日時   令和４年９月９日（金） 

    審議内容 審査基準及び評価方法決定、書面審査、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ、ﾋｱﾘﾝｸﾞ、候補者選定 

③選定基準 

 

④選定結果 

    指定管理者選定委員会において、申請団体からの申請内容の聴取及び審議を行った結果、 

株式会社 茨城ポートオーソリティを指定管理者候補者として選定。 

   【選定理由】 

・管理実績が十分にあり、適正かつ効率的な管理運営ができること。 
・専門知識・技術を有する人員で、良質的なサービスを提供できること。 
・地元地域協議会等と連携し、地域活性化が図られること。 

評価基準 評価項目 

① 県民の平等利用の

確保 

県民の平等利用が確保されているか 

利用者本位のサービスが提供されているか 

② 施設の効用を最大

限に発揮 

適切な施設の維持管理が確保されているか 

利用促進計画は効果的か 

③ 経費の縮減 効率的な管理運営が行えるか 

収支計画は妥当か 

④ 管理を安定して行

う物的・人的能力 

安定な経営基盤を有しているか 

効果的・効率的な管理運営の体制か 

類似施設等における相当の知識または管理実績を有しているか 
適切に個人情報を管理できるか 

⑤ 施設の感染症等の

対策 

適切な感染症等の対策がとられているか 
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第 131 号議案・第 132 号議案・第 133 号議案・第 134 号議案・第 135 号議案・ 

第 136 号議案・第 137 号議案 指定管理者の指定について（都市公園） 

 

都市整備課  

 

１ 指定の内容 

議案

番号 
公園名称 指定管理者候補者 指定期間 

債務負担行為限度額(千円) 

 うちＲ５年度 

131 赤塚公園 橋本造園土木（株） 
R5.4.1 

～ 

R6.3.31※1 

33,000 33,000 

132 県西総合公園 筑西広域市町村圏事務組合 34,004 34,004 

133 笠間芸術の森公園 笠間市 63,676 63,676 

134 北浦川緑地 取手市 R5.4.1 

～ 

R8.3.31※2 

32,742 10,914 

135 港公園 神栖市 57,483 19,161 

136 大子広域公園 大子町 R5.4.1 

～ 

R10.3.31 

177,645 35,529 

137 鹿島灘海浜公園 鉾田市 91,190 18,238 

※１：民間事業者による利活用を含めた公園管理のあり方について検討を進めていることから、指定

期間は１年。 

※２：当該公園の整備スケジュールに併せて、指定期間は３年。 

 

２ 指定管理者候補者の概要 

公園名称 指定管理者候補者 所在地 備考 

赤塚公園 橋本造園土木（株） つくば市大角豆 2012 番地 36 
造園土木工事 

緑地管理業務 

県西総合公園 
筑西広域市町村圏

事務組合 
筑西市直井 1076 番地 

平成30年度～令和4年度

の指定管理者 

笠間芸術の森公園 笠間市 笠間市中央三丁目２番１号 

北浦川緑地 取手市 取手市寺田 5139 番地 

港公園 神栖市 神栖市溝口 4991 番地５ 

大子広域公園 大子町 
久慈郡大子町大字北田気 

662 番地 

鹿島灘海浜公園 鉾田市 鉾田市鉾田 1444 番地１ 

 

３ 提案(事業計画書)の概要 

 別紙「都市公園事業計画書要旨」参照 
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４ 募集（申請）及び選定経過 

（１）募集（申請） 

①公募（赤塚公園、大子広域公園、鹿島灘海浜公園） 

 募集期間：令和４年７月 22日（金）から令和４年９月９日（金） 

 応募団体：各１団体 

②非公募（県西総合公園、笠間芸術の森公園、北浦川緑地、港公園） 

  申請期間：令和４年８月９日（火）から令和４年９月 16 日（金） 

    非公募の理由： 

      当該公園内において地元市などの運営する管理許可施設と一体的に管理を行うこ

とで、より効率的な管理運営や緊急時の迅速な対応等が可能となるため。 

  

（２）選定経過   

   ①都市整備課指定管理者選定委員会 

委員数５ 名（うち外部有識者３ 名） 

   ②選定委員会実施状況 

    日 時：令和４年９月 29 日（木） 

    審議内容等：審査基準決定、プレゼンテーション、ヒアリング、候補者選定 

③選定基準 

選定基準 審 査 項 目 
１ 平等で質の高いサー

ビス確保 
・県民の平等利用が確保されているか 
・利用者に質の高いサービスが提供されているか。 

２ 効用の最大限の発揮 
・公園の維持管理を適切に行うことができるか 
・利用促進計画は効果的か 

３ 経費の縮減 
・効率的な管理運営ができるか 
・収支計画は妥当か 

４ 団体の有する物的・

人的能力 

・経営基盤が安定しているか 
・公園施設又は類似施設における相当の知識又は管理実績を有

しているか 
・指定管理業務に必要な体制を確保しているか 
・適切に個人情報を管理できるか 

   ④選定結果 

    指定管理者選定委員会において、応募団体からの申請内容の聴取及び審議を行った結果、 

「１ 指定の内容」に記載のとおり指定管理者候補者として選定した。 

   【選定理由】 

・提案された事業計画が選定基準を満たしていること。 

・適正な維持管理・運営の実施が期待できること。 
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別紙 

都市公園事業計画書要旨 

 

（１）赤塚公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 

長年に渡る赤塚公園での植物管理経験を活かし、イベントの開

催や SNS 等での情報発信を行い、また、利用者の意見・要望を

積極的に聞くなど、県民ニーズに沿った誰もが利用しやすい公

園づくりを目指す。 

２ 効用の最大限の発揮 
園内の巡回・清掃・施設等の点検を適切に行い、自然豊かで安

全な公園の維持に努める。 
３ 経費の縮減 植物管理業務を直営管理することで委託費の削減に努める。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
開園以来、植物管理業務を担当し、造園を専門としているほか、

公園全体の施設状況にも精通している。 
 

（２）県西総合公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
茨城県内外の都市公園の取り組みを情報収集し、良いところを

取り入れるなど、利便性の向上を図り、利用者ニーズの把握を

行いながら適切な管理運営を行い、県民の平等な利用に努める。 

２ 効用の最大限の発揮 
巡回点検の際には、高齢者や子供の視点で施設の異常をチェッ

クし、利用者への適切な情報提供を行う。また、公式 Instagram

にて、公園情報をタイムリーに提供し、広報活動に力を入れる。 

３ 経費の縮減 
全体の植物管理費の見直しを行い、人件費や光熱水費の値上が

りを見込み、経費の削減に努める。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
開園以来の管理実績による業務に関するノウハウ、知識を有し

ており、管理運営を効率的に行うことができる。 
 

（３）笠間芸術の森公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
公園施設を安全かつ快適に利用できるようインフォメーション

センターやホームページ等を活用した情報発信を強化し、サー

ビスや管理運営の向上を図る。 

２ 効用の最大限の発揮 
関係する指針等に基づき、施設の機能と環境を維持できるよう

点検・修繕を行うとともに、緊急時に必要な対応が取れるよう

体制づくりを行う。 

３ 経費の縮減 
自動販売機設置による収入を確保することで、収支状況の改善

を図る。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
開園以来、公園の施設管理を行っており、業務に関する組織体

制やノウハウを有しており、公益サービスを損なうことなく継

続して管理ができる。 
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（４）北浦川緑地 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
誰もが快適に憩い、また、スポーツレクリエーションの活動の

場となるよう、利用者ニーズの把握を行いながら適切な管理運

営を行い、県民の平等な利用に努める。 

２ 効用の最大限の発揮 
利用状況に応じて適切かつ十分な維持管理を行うほか、市ホー

ムページ、広報誌等で公園施設の PR を実施し、公園利用者の

増進を図る。 

３ 経費の縮減 
専門知識を有し特殊機械を操作できる土木作業員（市職員）が

業務の一部を担うことで経費削減を図る。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
市内公園２１８箇所の管理を行っており、当該業務に関する

様々な知識を有しており、委託業者や土木作業員（市職員）と

連携した、円滑かつ効果的な維持管理業務ができる。 
 

（５）港公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
公園施設の危険な利用について適切な指導を行うなど、全ての

利用者が安全かつ快適に利用出来るよう努める。 

２ 効用の最大限の発揮 
施設に異常がないか巡回点検し、危険な状態等を発見した場合

は即座に対応するほか、公園パンフレットを配布するなどによ

り、公園の利用増進を図る。 

３ 経費の縮減 
公園の特性を踏まえ、維持管理運営計画に基づく収支計画とし

ている。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
開園以来、港公園の施設管理を行っているほか、市内の都市公

園の管理も行っており、当該業務に関する組織体制、知識やノ

ウハウを有している。 
 

（６）大子広域公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
バリアフリー化の推進、施設の利用案内の充実により、様々な

人が利用しやすい環境づくりや、利用者の声を反映した質の高

いサービスの提供に努める。 

２ 効用の最大限の発揮 
毎日園内の巡視、清掃を行い、利用者の快適かつ安全な利用を

常に図るとともに、JR 常陸大子駅から公園までの路線バス等の

交通手段を確保し、遠隔地利用者等の利用促進を図る。 

３ 経費の縮減 
維持管理基準を満足したうえで、全体的に業務の効率化を図り

経費削減に努める。 

４ 団体の有する物的・人的能力 

開園以来、大子広域公園を管理しており、施設等の状況を熟知

し、業務に関する組織体制を有している。また、公の施設の管

理経験もあり、その経験や成果を当公園の管理運営に反映でき

る。 
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（７）鹿島灘海浜公園 

選定基準 提案概要 

１ 平等で質の高いサービス確保 
年齢や障がい等問わず、誰もが利用しやすい公園づくりと、未

利用者や子供でもわかりやすい情報提供に努めるとともに、研

修会への参加によりサービス及び管理運営の向上を図る。 

２ 効用の最大限の発揮 
公園の利用者が常に安全で快適に利用できるよう、適切に施設

の点検・修繕等を行うとともに、ホームページや SNS 等を活用

した各種 PR、イベントの開催による公園利用者の増加を図る。 

３ 経費の縮減 
長年の管理運営の実績と経験に基づく適正かつ効率的な管理運

営を行うことで、全体的な経費削減を図り、適切な収支を保つ

管理運営に努める。 

４ 団体の有する物的・人的能力 
開園以来の鹿島灘海浜公園の管理運営経験により、施設・設備

状況を熟知し、業務に関する組織体制やノウハウ、知識を有し

ていることから、維持管理運営業務を適正に実施できる。 
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第 138 号議案 茨城県道路公社の有料道路事業の変更について 

 

道路維持課 

 

 

１ 提出の理由 

茨城県道路公社が有料道路事業を変更する場合、道路整備特別措置法の規定に基づ

き茨城県の同意が必要であるため、上程するものである。 

 

 

２ 背景・必要性 

有料道路の障害者割引制度における１人１台要件が緩和されたことに伴い、供用中

の各有料道路の障害者割引の対象範囲を変更するため。 

 

 

３ 内容 

割引対象者が運転又は乗車する場合、事前登録されていない車両も割引対象に追加

する。 
 

 ・日立有料道路 
 ・水海道有料道路 
 ・常陸那珂有料道路 
 ・第二栄橋有料道路（若草大橋） 

 

 

４ 参考事項 

○議決の根拠法令等 

・道路整備特別措置法第 16 条第１項及び第２項 

 

○割引率 

・50％以下（現行のまま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -



 

第 139 号議案 千葉県道路公社の有料道路事業の変更について 

 

道路維持課 

 

 

１ 提出の理由 

千葉県道路公社が有料道路事業を変更する場合、道路整備特別措置法の規定に基づ

き道路管理者である茨城県の同意が必要であるため、上程するものである。 
 

 

２ 背景・必要性 

有料道路の障害者割引制度における１人１台要件が緩和されたことに伴い、供用中

の各有料道路の障害者割引の対象範囲を変更するため。 

 

 

３ 内容 

割引対象者が運転又は乗車する場合、事前登録されていない車両も割引対象に追加

する。 
 

 ・銚子新大橋有料道路（利根かもめ大橋） 
 
 
４ 参考事項 

○議決の根拠法令等 

・道路整備特別措置法第 16 条第１項及び第２項 

 

○割引率 

・50％以下（現行のまま） 
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第 140 号議案 工事請負契約の締結について（ガントリークレーン製作据付工事） 

 

港 湾 課 

 

 

１ 議案提出の理由 

茨城港常陸那珂港区（那珂郡東海村照沼地内）の「ガントリークレーン製作据付工事」

について、東京都中央区築地５丁目６番４号 株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー 代表取

締役社長 田中 一郎と 25 億 1,845 万円をもって請負契約を締結しようとするもので

ある。 

 

２ 現況・課題 

常陸那珂港区では、定期コンテナ航路が週７便運航し、年間約５万本のコンテナ貨物

を扱っている。 
コンテナ荷役機械のガントリークレーンについては、設置後２３年が経過し、老朽化

に起因する故障が頻発しており、企業への港湾サービスの低下が懸念されている。 
 

３ 必要性・ねらい 

コンテナ貨物の安定した荷役を図るため、ガントリークレーンを計画的に更新するも

の。 
 

４ 事業の内容 

１）概 要  ガントリークレーン製作据付工事に係る請負契約 

２）契約相手方  株式会社三井Ｅ＆Ｓマシナリー 

代表取締役社長 田中 一郎 

３）契 約 額  2,518,450,000 円 

４）工  期  令和 4 年 11 月～令和 7 年 3 月 

５）工事箇所  茨城港常陸那珂港区（那珂郡東海村照沼地内） 

６）工事概要  製作据付工 N=2 基 

           

５ 参考事項 

 議決の根拠法令等 

 ・地方自治法第９６条第１項第５号 

 ・議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条 
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生活排水ベストプランの改定について 

下水道課  

 

１ 策定理由 

 ○ 本計画は、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図るために、下水道、農業

集落排水、合併処理浄化槽といった汚水処理施設を最も効率的に配置して、整備や

維持管理を進めるための県構想で、おおむね５年ごとに見直しを行う（現行計画は、

平成２８年度に改定）。 

 ○ 今回の改定は、人口減少や厳しい財政状況等の社会情勢の変化に対応するため、

地域特性や市町村の意向等を踏まえ、汚水処理施設の整備・管理運営計画の一部を

見直し、持続可能な汚水処理事業運営を目指すもの。 

 

２ 内容 

（１）生活排水ベストプラン（案）の概要 

   人口減少を考慮した未整備地区の整備手法の見直しを前回の改定から引き続き

実施するとともに、広域化・共同化を推進。 

 ○目標年度 

   ・中期計画 令和１４年度 

   ・長期計画 整備完了時 

 ○現行計画からの改定のポイント 

  〔広域化・共同化〕 
・汚水処理施設の統廃合 

      下水道を核とした広域化を推進し、下水道や農業集落排水等の処理場数を  

約３割削減 
 ○計画の主な記載事項 

   ・汚水処理施設の整備状況と取り巻く環境 
   ・汚水処理施設の整備計画 
   ・汚水処理施設の管理運営計画（広域化・共同化計画） 
（２）策定時期 

   令和５年３月 

 

３ パブリックコメントの実施 

（１）目的 

   本計画は、家庭等の生活排水の処理を行う汚水処理施設の整備・管理運営計画を

定めるものであり、県民意見提出手続制度により県民等の意見を広く求める。 

（２）実施期間 

   令和４年１２月上旬～令和５年１月上旬（３０日間程度） 

（３）意見の募集方法 

   ・県ホームページへの掲載 

   ・下水道課及び行政情報センター、各県民センター等での閲覧 
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